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７月１６日付で情報提供しました「まちなか公共空間における社会実験の実施及び社会

実験に参画する市民等の募集」について，新たに次のとおり情報提供いたします。 

１ 社会実験に伴う交通規制の実施 

社会実験の期間中，公園空間の一体化に関する検証を実施するため，次のとおり交

通規制を行います。 

(1) 交通規制の実施期間

令和６年１０月１１日（金）から１１月１０日（日）までの１ヶ月間 

(2) 交通規制の内容

車両（自転車を含む）の終日通行禁止 

※自転車を押して通行することは可能です。

(3) 交通規制の実施場所（図面をあわせてご覧ください。）

①市道本通４丁目２号線（弥生橋）※現在，内神川改良工事に伴う交通規制を実施中

です。社会実験終了後も交通規制が続きます。

②市道本通４丁目１号線（楓橋）※この度新たに交通規制を１ヶ月間実施します。

そのほか，社会実験では，中央公園８ブロック売店建物における売店の運営や遊具の

貸出，ベンチ・テーブル等の一時的な設置，また，堺川沿いの駐車場の一部公園空間化

等に取り組みます。社会実験の実施に当たっては，市民や事業者等と連携しながら，ま

ちなか公共空間の新たな使い方の検証を行います。 

まちなか公共空間社会実験に伴う交通規制の実施及び 

社会実験に参画する市民等の募集期間の延長について 



２ 社会実験に参画する市民等の募集期間の延長について 

(1)運営キャスト及び(2)スタートアップキャストの募集を８月３０日（金）までと

していましたが，実験期間中においても応募の受付ができるように募集期間を１１月

８日（金）まで延長します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 運営キャスト 

公共空間の中で，どのようなことができるのか，それを通じてどういった効果が生まれ

るのかを検証していただく参画者を募集します。例えば，公園内でヨガ教室を開催してみ

たい，夜空の下で映画鑑賞をしたい，アート活動の場としたいなど，空間を利用して得意

なことや好きなことを自主的に実践し，運営の一部を担います。 

(2) スタートアップキャスト 

ハンドメイド等の得意なことに関する物販を中心としたスタートアップキャストを募集

します。起業等にも関心があり，リノベーションスクール等の商工振興課主催のセミナー

受講者や市が共催するイベント等への出店経験者の参画を想定しています。 
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